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はじめに 

 

地域社会を取り巻く環境は、少子高齢化による人口減少、そして健康寿命の延伸と

ともに人生 100 年時代を迎えるなど、大きく変化しております。 

そのような中で、スポーツは心身の健全な発達や健康、体力の維持増進とともに、

高齢者の介護予防、そして生きがいづくりに大きな役割を果たしています。 

さて、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会等を契機に、スケートボー

ドなどのアーバンスポーツへの関心の高まりや、パラスポーツが広く社会に認識され

るなど、スポーツの形は多種多様な広がりを見せております。 

またスポーツは、「する」、「みる」だけでなく、その交流を通じた地域活性化、更には

まちづくりの推進にも大きく寄与するものであります。 

本市では昨年、将来都市像「ひとが輝き 幸せつなぐ きみつ」の実現を目指し、「君

津市総合計画」を新たに策定、スタートいたしました。スポーツ振興においても、スポ

ーツを通じた交流による地域づくりの推進に取り組み、誰もがいきいきと生活できる

地域共生のまちづくりを柱の一つに掲げ、それを強力に推進していくため、この度、

「第 2 期君津市スポーツ推進計画」を策定いたしました。 

本計画は、「スポーツによって人と人とを『むすぶ』まち きみつ」を基本理念に掲げ、

「する」、「みる」、「ささえる」スポーツの推進に、新たに「むすぶ」を加えた４つの視点

から、人と地域を結び、連携、協働を通じて、更なるスポーツ推進に取り組んでまいり

ます。 

スポーツ推進により、市民の皆様の健康増進、そして地域活性化へとつなげ、市政

を前に未来へと進めてまいりますので、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。 

結びに、本計画の策定にあたり、君津市スポーツ推進計画策定委員会委員の皆様

をはじめ、ご協力いただきました多くの関係者の皆様に、心から感謝と御礼を申し上

げますとともに、今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

令和５年３月 

 

君津市長 石井 宏子 
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第 1 章  計画の策定に向けて 

 

１－１ 計画策定の背景・目的 

本市では、平成２８（２０１６）年度から令和４（２０２２）年度までの７年間を計画期

間とする第１期君津市スポーツ推進計画において、基本理念「すべての市民が、気

軽にスポーツを楽しみ、生涯にわたって心身ともに豊かに過ごせるまち」に基づき、

「する」「みる」「ささえる」のスポーツ推進を図ることを目標に、各種施策に取り組ん

できました。 

この間、社会情勢の変化等により、ライフスタイルは大きく変わり、スポーツに求

められるニーズ、価値観も多様化、複雑化し、これからのスポーツ推進の施策にあっ

ては、スポーツ推進のみならず、スポーツを活用したまちづくりを目指していくこと

も必要となってきています。 

こうした背景を受け、「する」「みる」「ささえる」のスポーツ活動を通じて、さまざ

まな人と人との交流や地域の絆を深めることで仲間が増え、地域活性化にも資す

るなど、新たに「むすぶ」スポーツの推進を加え、次期計画を策定するものです。 

令和４（２０２２）年４月、スポーツに関する事務（学校体育に関することを除く。）

を教育委員会から市長部局に移管し、総合的かつ一体的に推進していきます。 

 

１－２ 計画の位置づけ 

本計画は、スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）第１０条における「地方スポ

ーツ推進計画」として位置づけられ、国の「第３期スポーツ基本計画」及び県の「第 

１３次千葉県体育・スポーツ推進計画」、本市の「君津市総合計画」をはじめとする市

の関連諸計画との整合性を図りながら、本市のスポーツ推進に関する施策をより

効果的に推進していくための計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参酌 
 

整合 

整合 

君 津 市 総 合 計 画 

「国」・スポーツ基本法 

第３期スポーツ基本計画 

「県」・第１３次千葉県 

体育・スポーツ推進計画 

君津市スポーツ推進計画 

「市のその他の関連計画」 

教育大綱、教育振興基本計画 

第 2 次健康きみつ２１など 
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１－３ 計画の期間 

本計画の期間は、君津市総合計画前期基本計画の計画期間を踏まえ、令和５ 

（２０２３）年度から令和８（２０２６）年度までの４年間とします。 

 

  

主な関連計画の期間 

年度 
Ｒ

４ 

Ｒ

５ 

Ｒ

６ 

Ｒ

７ 

Ｒ

８ 

Ｒ

９ 

Ｒ

10 

Ｒ

11 

Ｒ

12 

君津市総合計画 
         

君津市総合計画 

前期基本計画 

         

国・第３期 

スポーツ基本計画 

 
        

第 13 次千葉県体育・ 

スポーツ推進計画 

 
        

第１期君津市 

スポーツ推進計画 

 
        

第２期君津市 

スポーツ推進計画 
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１－４ 社会状況の変化等 

 

(1)人口減少、少子高齢化の進展 

 

現在、日本では人口減少、少子高齢化が進んでいます。 

本市の総人口（住民基本台帳人口）は、平成 7（１９９５）年の９３，２１６人をピー

クに減少し、令和４（２０２２）年３月末時点で８１，７２１人となっています。 

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計では、令和７（202５）年には、７７，

８８８人、令和２２（２０４０）年には６３，６３９人まで減少すると推計されています。 

 

(2)子どものスポーツ活動の二極化 

 

子どもの遊びや生活習慣が大きく変化するなか、積極的にスポーツをする子ど

もとそうでない子どもの二極化が進んでいます。 

子どもにとって、スポーツは、健康増進や体力向上だけではなく、心の成長や

他者とのコミュニケーション、協調性など、多くのことを学べる機会であるため、

学校体育の充実や地域のスポーツ関係団体との連携など、子どもが気軽にスポ

ーツに取り組めるような環境の整備が求められています。 

 

(3)健康に対する意識の向上 

 

運動不足が引き起こす生活習慣病や複雑、多様化する現代社会におけるス 

トレスによるメンタルヘルスの不調などの心の病が増加しています。 

スポーツをすることは、身体の健康だけでなく、一緒にスポーツを楽しめる

友人や仲間づくりなど心の健康づくりにもつながるため、スポーツが果たす役

割に、期待が寄せられています。 
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(4)パラスポーツの推進 

 

東京２０２０パラリンピック競技大会等により、パラスポーツの存在は広く認

知されてきていますが、競技自体の普及や障害者への理解などは十分とは言

えない現状があります。 

障害者が自主的かつ積極的にスポーツを実施でき、年齢、性別、障害の有無

に関わらず、誰もが共にスポーツに参画できるような環境づくりが求められて

います。 

 

(5)スポーツによる地域づくり 

 

近年の社会情勢の変化等により、地域の人間関係が薄れてきており、地域 

のコミュニティ機能が低下していることから、スポーツを通じた地域コミュニテ

ィの形成が求められています。 

また、本市ならではの地域資源を活用し、スポーツと観光資源を合わせたス

ポーツツーリズム（※）の推進などにより、交流人口の拡大を図り、地域の活性化

につなげるなど、スポーツの持つ様々な可能性に期待が寄せられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

※スポーツツーリズム：スポーツを「観る（観戦）」「する（楽しむ）」ための移動だけではなく、地

域の魅力ある観光資源やスポーツを「支える」人々との交流や地域連携も付加した旅行ス

タイル。 
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１－５ 計画とＳＤＧｓとの関わり 

 

ＳＤＧｓ(Sustainable Development 

Goals)とは「持続可能な開発目標」の意味で 

あり、誰一人取り残さない（leave no one 

behind）持続可能な社会の実現を目指す世 

界共通の目標となっています。 

平成２７（２０１５）年の国連サミットにおいて全ての加盟国が合意した「持続可能

な開発目標の２０３０アジェンダ」の中で掲げられ、令和１２（２０３０）年を達成年限

とし、１７の目標と１６９のターゲットから構成されています。 

 

《スポーツ推進との関わり》 

本市のスポーツ推進計画においては、１７の目標の中から以下の５つとの関連

性が特に高く、スポーツ推進に関する目標とすることとします。 

 

「３ すべての人に健康と福祉を」 

 

 

 

「４ 質の高い教育をみんなに」          

 

 

 

「１０ 人や国の不平等をなくそう」 

 

 

 

「１１ 住み続けられるまちづくりを」   

    

 

 

「１７ パートナーシップで目標を達成しよう」 
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第２章  計画の基本的な考え方 

 

２－１ 基本理念 

一人ひとりが健康で、個人個人にあったスポーツを推進し、年齢、性別、障害の有

無に関わらず、すべての市民が身近な場所で気軽にスポーツを楽しむことができる

とともに、スポーツを通じた交流人口の拡大による地方創生や支え合う地域共生

が醸成される将来ビジョンを描き、基本理念を次のとおりとします。 

 

スポーツによって 

人と人とを『むすぶ』まち きみつ 

 

 

２―２ 基本方針・目標 

 

（１）「する」スポーツの推進 

 

市民のライフスタイル、価値観が多様化しており、年齢、性別、障害の有無に関

わらず、市民のニーズやそれぞれのライフステージにあわせて、生涯にわたって

日常的にスポーツや運動に親しめる機会の提供を図ります。 

 

（２）「みる」スポーツの推進 

 

スポーツを「みる」ことにより、スポーツへの興味関心が高まり、感動や共感す

ることによってスポーツ活動に参加する動機を膨らませてくれます。 

「みる」ことから「する」、「ささえる」、「むすぶ」へのきっかけづくりにもつなが

るなど、市民のスポーツを観戦する機会の拡大を図ることで、市民のスポーツラ

イフの充実を目指します。 
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 （３）「ささえる」スポーツの推進 

 

スポーツを側面から支援、協力する人や団体の存在は、「する」スポーツや「み

る」スポーツを推進していくために、とても大切な役割を担っています。 

生涯にわたりスポーツを楽しむことができるよう、スポーツ関係団体やスポー

ツ指導者、ボランティアなどを育成、支援し、市民が主体的にスポーツに関わるス

ポーツ活動を支えます。 

また、スポーツ環境の整備やスポーツ活動の場などの面からも、スポーツ活動

を支えます。 

 

（４）「むすぶ」スポーツの推進 

 

スポーツと健康、福祉、教育、観光等のさまざまな分野が連携することにより、

スポーツの持つ多面的な効果や新たな価値を生み出します。 

スポーツをまちづくりや地域づくりのツールの一つと捉え、地域や年齢、組織

の違いなど、市内外を問わず、さまざまな人と人との交流や連携を図ることで、

地域の絆や地域活性化にも資するなど、市民の豊かなスポーツライフを創造しま

す。 
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２－３ 計画の体系   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

１ ◎スポーツ機会の充実  ・誰もが気軽に参加でき

るイベントの開催 

２ ◎子どものスポーツ活動

の推進 

 ・幼少期からの運動習慣

づくりの推進 

・学校体育の充実による

体力向上 

３ ◎高齢者や障害者がスポ

ーツに参画しやすい環境

づくりの推進 

 ・地域の体操教室 

・ボッチャをはじめとした

パラスポーツの体験会 

４ ◎スポーツを通じた健康

づくりの推進 

 ・きみつ健康マイレージ 

１ スポーツ情報の提供の

充実 

 ・市で開催される大会の情

報、本市出身選手の情報

発信 

２ 競技スポーツの支援  ・アスリートによる体験会

や講演会の開催 

１ スポーツ関係団体等の

支援、連携 

 ・体育協会、総合型地域ス

ポーツクラブ等の支援 

２ スポーツ施設の整備、充

実 

 ・内みのわ運動公園のリニ

ューアル 

・既存施設の維持管理 

３ スポーツ活動が可能な

場の有効活用 

 ・学校体育施設、小糸川右

岸ジョギングコース、民間

施設等 

４ スポーツを通じた広域

連携の推進 

 ・近隣自治体とのスポーツ

施設等の相互利用 

１ ◎スポーツツーリズム等

を活用した地域活性化 

 ・水上スキー、市民企画の

大会、大規模大会の誘致 

２ 新たなスポーツ産業等

との連携 

 ・アーバンスポーツ、e スポ

ーツ等 

「する」 

スポーツの

推進 

「みる」 

スポーツの

推進 

「ささえる」 

スポーツの

推進 

「むすぶ」 

スポーツの

推進 

基本方針・目標 

ス
ポ
ー
ツ
に
よ
っ
て
人
と
人
と
を
『む
す
ぶ
』ま
ち 

き
み
つ 

基本理念 方向性 基本施策 

※◎は重点施策 
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２－４ 計画におけるスポーツの定義 

本計画では、記録や勝敗を競うことを目的とした競技スポーツだけではなく、健

康増進や体力づくりを目的とした日常のウォーキングやフィットネス、ヨガ等の軽い

運動もスポーツに含め、幅広くスポーツと捉えています。  

また、スポーツには、「する」、「みる」、「ささえる」、「むすぶ」の４つの要素が含ま

れており、それぞれが重要な役割を果たしています。 
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第３章  施策の展開   

 

３－１ 「する」スポーツの推進  

 

 

（１）スポーツ機会の充実  重点施策 

 

スポーツを多様な形で楽しみ、喜びを得ることは、心身の健康増進や生きがい    

に満ちた豊かな生活の実現につながります。 

年齢や性別等にかかわらず市民の誰もがスポーツを楽しむための機会を提供

し、スポーツをはじめるきっかけとなるレクリエーションや遊びなど、スポーツの

推進を図ります。 

また、民間企業等との連携を図り、市民のスポーツ活動機会の充実に努めます。 

No 主な取組 取組の概要 

１ スポーツ大会等の開催 市民が気軽に参加できる大会やイベントを開

催することで、スポーツを始めるきっかけづく

りやスポーツ機会の充実を図ります。 

２ 子育て世代のスポーツ

機会の充実 

子育て世代が、親子で気軽に参加し、コミュ

ニケーションを図れるようなスポーツ教室、イ

ベント等の実施に取り組みます。 

３ スポーツの場の提供 地域のスポーツ関係団体等の活動を通じ、市

民が気軽に参加できるスポーツの場を提供す

ることで、スポーツ未実施者やスポーツが苦手

な人がスポーツを始めるきっかけづくりに努め

ます。 

４ ニュースポーツ（※）の普

及・啓発 

モルック（※）など、誰でも気軽に参加できる

ニュースポーツの普及・啓発に取り組みます。 

５ スポーツ用具の貸出の

充実 

グラウンドゴルフやボッチャなどスポーツ用

具の貸出の充実を図り、市民のスポーツ機会の

充実に努めます。 

-------------------------------------------------------------------------- 

※ニュースポーツ：20 世紀後半以降に新しく考案・紹介されたスポーツ。軽スポ

ーツ、やわらかいスポーツなどとも呼ばれる。 

※モルック：フィンランドの伝統的なゲームを元に、老若男女が楽しめるものとし

て考えられたアウトドアスポーツ。 
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（２）子どものスポーツ活動の推進  重点施策 

 

スポーツを習慣化させるには、子どもの頃からスポーツを楽しむことが重要で

す。子ども自身が体を動かすことに興味や関心を持ち、楽しみながらスポーツを

行える環境が必要なため幼少期からの運動習慣づくりの推進に取り組みます。 

学校の体育や運動部活動などを通じて、日頃からスポーツに親しむ子どもを増

加させることが必要です。子どもの体力の低下が懸念されており、学校の体育を

通して適切な体力等が身につくよう、スポーツを継続できる資質や能力の向上に

取り組みます。 

また、学校や地域等と連携し、運動部活動の段階的地域移行に向けて取組を進

めます。 

No 主な取組 取組の概要 

１ 幼児期のスポーツに

関する普及・啓発 

国（文科省）からの幼児期運動指針に従い、

幼稚園・保育園等にパンフレットを配布し、幼

児期のスポーツについて普及・啓発を図るこ

とで、幼児期における外遊びやスポーツの楽

しさを広める機会を充実させていきます。 

２ スポーツ少年団の支

援・連携 

子どもたちの基礎体力の向上、意欲を高め

る技術の向上、豊かな心の育成のため、重要

な役割を担っているスポーツ少年団を支援し

ます。 

３ スポーツ機会の創出 総合型地域スポーツクラブ（※）の活動等を

通して、スポーツをする機会の少ない子ども

やスポーツの苦手な子どもにも、スポーツが

好きになるきっかけづくりにつなげていきま

す。 

４ 子どもの体力・運動能

力の向上 

小・中学校における、爽走プラン（※）に基づ

き、児童生徒の基礎的な体力や心肺機能の向

上、逞しい心身の育成に努めます。また、小・

中学生の体力・運動能力の低下や小学生のス

ポーツ活動の二極化などの課題について、体

力向上プロジェクト委員会（※）において各学

校の現状を分析するなど、解決に向けて取組

を進めていきます。 
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No 主な取組 取組の概要 

５ 君津市立学校体育活

動指導補助者派遣事

業 

小・中学校において、武道授業と運動部活動

の実践を行うために地域等から選出している

君津市立学校体育活動指導補助者を派遣し、

より安全で充実した学校体育活動を推進して

いきます。 

６ 小・中学校における

パラスポーツ等の体

験会の開催 

小・中学校において、本市出身のパラアスリ

ートによるボッチャ競技体験会や、ブラインド・

マラソン体験会などを開催し、児童生徒の障害

者への理解を深める機会を創出します。 

７ 運動部活動の段階的

地域移行 

運動部活動については、地域移行を見通し、

人材確保や環境づくりについて、近隣市との

情報交換など、調査・研究を進めていきます。

また、民間企業や民間団体の活動見学等の機

会をつくるなど、運動部活動の段階的な地域

移行を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------ 

※総合型地域スポーツクラブ：多世代の地域住民が、身近な場所で様々な種類のスポー

ツをそれぞれのレベルに合わせて楽しむことができるクラブのこと。 

※爽走プラン：走ることを通して行う、体力づくりのための君津市独自の指導資料。 

※体力向上プロジェクト委員会：小・中学校の体育授業の充実を柱に、体力向上、小中連

携、競技力向上に向けて、計画的かつ組織的に取り組むための研修会。 
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（３）高齢者や障害者がスポーツに参画しやすい環境づくりの推進 重点施策 

 

高齢者のスポーツ活動は、健康増進・介護予防や生きがいづくりとして、大きな 

役割を持っていることから、高齢者でも参加しやすい各種教室、イベントを開催す

ることで、フレイル（※）予防や生きがいづくりに取り組みます。 

また、パラスポーツについては、東京２０２０パラリンピック競技大会等により、

その存在は広く認知されてきており、競技や障害者への理解、普及のため、障害

の有無に関わらず参加できるパラスポーツの体験等を通じ、相互理解が深まるよ

うな環境づくりに取り組みます。 

e スポーツなどの利点を活かして、高齢者や障害者の新たなスポーツの可能 

性を研究していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

※フレイル:健康な状態と要介護状態の中間の段階のこと。 

「加齢とともに心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の慢性疾患の併存など

の影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切

な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」と定義される。 

No 主な取組 取組の概要 

１ 高齢者でも参加しやす

い教室等の開催 

身近な場所で、高齢者でも参加しやすい

教室やイベント、大会などを開催し、高齢者

の体力の維持・増進を図るとともに、フレイ

ル予防や高齢者の生きがいづくりの場とな

るよう取り組みます。 

２ 生活習慣病等の予防に

関する情報発信 

生活習慣病や介護予防等に関する情報を

発信し、加齢に伴って、身体機能や認知機能

などの低下が見られるフレイル予防につな

げます。 

３ パラスポーツ等の体験

会の開催 

ボッチャをはじめとした、パラスポーツ等

の体験会を開催し、スポーツを通じた交流に

より、障害の有無に関わらず、市民の誰もが

お互いに理解を深め、ともにスポーツを楽し

めるような環境づくりに努めます。 
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（４）スポーツを通じた健康づくりの推進  重点施策 

 

生活様式や社会環境の変化から、スポーツ活動を行う時間の確保の難しさや

運動不足が引き起こす生活習慣病、複雑、多様化する現代社会におけるストレス

によるメンタルヘルスの不調などの心の病が増加するなど、深刻な社会問題とな

っています。 

個人の体力や生活のリズムに合わせ、気軽に取り組むことができるスポーツ機

会を提供し、スポーツ活動の定着化、日常化など、市民の健康への関心を高め、ス

ポーツを通じた健康増進により健康寿命の延伸を図ります。 

 

 

  

No 主な取組 取組の概要 

１ きみつ健康マイレージ

等の実施 

市民の健康的な生活習慣のきっかけとして、

きみつ健康マイレージ等を実施し、市民の健康

への関心を高め、健康寿命の延伸につなげま

す。 

２ 地域のラジオ体操会

の支援 

地域のラジオ体操会活動に必要な道具の貸

出や情報提供などの活動をサポートし、健康増

進や地域コミュニティの醸成を図ります。 

３ 体力・運動能力調査 

の実施 

体力・運動能力の調査を通じ、自己の体力を

認識することで、健康・体力づくりへの関心を

高めます。 

４ 気軽に取り組めるス

ポーツの周知 

ウォーキングや階段昇降等、日常生活や空き

時間などに気軽に実施できるスポーツの情報

提供を行い、市民のスポーツに親しむきっかけ

づくりや習慣化を図ります。 
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３―２ 「みる」スポーツの推進  

 
 

（１）スポーツ情報の提供の充実 

 

スポーツへの関わりが多様化する中で、求められる情報も多岐に渡っています。

ホームページ、ＳＮＳ（※）等を活用し、市で開催される大会の情報や本市出身選手

の情報を発信することによって、市民のスポーツへの関心を高め、スポーツに親

しむきっかけの創出や本市出身のアスリートの活躍の後押しにつなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

※SNS:ソーシャル・ネットワーキング・サービス（Social Networking Service）の略称。

登録された利用者同士が交流できる Web サイトの会員制サービスのこと。 

No 主な取組 取組の概要 

１ 大会の情報発信 スポーツ大会、イベント、教室などの情報を

収集し、ホームページ、SNS 等の活用により、

広く市民に情報が伝わるよう努めます。 

２ スポーツ団体活動の

情報発信 

スポーツ少年団等、地域で活動しているスポ

ーツクラブの情報を、ホームページ、SNS等で

発信し、市民に活動が周知されるよう取り組み

ます。 

３ 本市ゆかりのアスリー

トの紹介 

本市に関わるアスリートやチームの紹介な

ど、市民のスポーツへの関心を高め、スポーツ

に親しむきっかけづくりに取り組みます。 
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（２）競技スポーツの支援 

 

競技スポーツは、自らの能力と技術の限界に挑戦する活動の中で、心身の健全

育成にもつながります。 

体育協会やスポーツ団体等と連携し、レベルの高い指導を受ける機会の拡充に

よる競技レベルの向上や競技スポーツ人口の拡大につながる取組を支援します。 

また、プロ選手などに触れる機会をつくり、市民のスポーツへの関心を高め、

スポーツの振興につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

※ちば夢チャレンジかなえ隊:千葉県教育委員会主催の、広く子どもたちにスポーツの

楽しさや喜びを体験してもらうために、県内トップ・プロスポーツ団体に所属する選手

や OB、コーチ等を講師として小・中学校へ派遣し、体育・スポーツ活動での交流を行

う事業。 

※あすチャレ！ジュニアアカデミー:パラアスリート講師から、「障害」とは何かといった

テーマや、夢・目標を持ちチャレンジすることの大切さを学んだり、講師の体験談など

を通じて、共生社会、多様性、SDGs などについて学び考える、主体的・対話的な学び

の機会を提供するプログラム。  

No 主な取組 取組の概要 

1 「ちば夢チャレンジか

なえ隊」（※）の活用 

 「ちば夢チャレンジかなえ隊」の活用により、

市内小・中学校におけるスポーツ教室を実施

し、トップアスリートによる講演会の実施と併せ

て、オンライン版「あすチャレ！ジュニアアカデ

ミー」（※）の活用を広めます。 

２ トップアスリートと市

民との交流会等の開

催 

体育協会やスポーツ団体、民間企業などと連

携し本市ゆかりの選手・指導者を招き、講演会

や教室・イベント等を開催するなど、競技スポー

ツ人口の拡大やスポーツの魅力発信につなが

る取組を支援します。 
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３－３ 「ささえる」スポーツの推進  

 
 

（１）スポーツ関係団体等の支援、連携 

 

本市のスポーツ活動推進の担い手であるスポーツ関係団体等は、地域スポー

ツを推進していくために、とても大切な役割を担っています。 

スポーツ関係団体等の活動を継続的に支援することにより、市民が主体的にス

ポーツに親しむことができる機会を確保するとともに、多様な主体の方々との協

働により、市民ニーズに合った機会の提供につなげ、市民スポーツ活動の活性化

を図ります。 

また、持続可能なスポーツ活動の推進のため、スポーツ関係団体等と連携し、

指導者の育成に努めます。 

 

 

No 主な取組 取組の概要 

１ 君津市体育協会への

支援 

トップアスリートの育成に向けた各種競技

スポーツの強化を図るため、君津市体育協会

を支援します。 

２ 総合型地域スポーツ

クラブへの支援 

総合型地域スポーツクラブの活動を、広く

市民に周知し、会員の増加など、より充実した

運営につながるよう支援します。また、新たな

総合型地域スポーツクラブの設立に向けて取

り組みます。 

３ 君津市スポーツ・レク

リエーション連絡協

議会への支援 

地域における、スポーツ・レクリエーション

を通じた健康・体力づくりを普及・促進するた

め、君津市スポーツ・レクリエーション連絡協

議会を支援します。 

４ 市民体育祭の開催支

援 

地域スポーツの振興、地域コミュニティの維

持・活性化を図るため、市民体育祭の開催を

支援します。 

５ スポーツ関係団体と

の連携 

スポーツ関係団体と連携し、地域が主体と

なって実施するスポーツ大会やイベントへの

支援など、市民のスポーツ活動機会の充実に

取り組みます。 
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（２）スポーツ施設の整備、充実 

 

スポーツ施設を適切に管理運営し、利用促進を図るとともに、スポーツ施設を

有効活用していくことが必要です。 

市民のスポーツ活動の場として欠かせない内みのわ運動公園は、市民の健康

増進やレクリエーションの場として多くの市民に利用されており、今後も多様なス

ポーツ文化を創出できるよう市民ニーズに合わせた整備に取り組みます。 

また、既存スポーツ施設については、補修や維持保全など、維持管理を図ると

ともに、老朽化の課題など、施設のあり方について検討し、スポーツ環境の向上

に努めます。 

施設の整備には、国・県補助金のほか、民間活力の導入、活用を図ります。 

 

 

  

No 主な取組 取組の概要 

1 内みのわ運動公園の

リニューアル 

市民の誰もがいつでも気軽にスポーツに触

れられる場として、市民ニーズに合った内みの

わ運動公園の整備に取り組みます。また、スポ

ーツ機能の向上を図るとともに、多目的に利用

できる施設を目指します。 

2 スポーツ施設の維持

管理 

市民が既存のスポーツ施設を安心・安全に利

用し、健康増進を図れるよう、君津市スポーツ・

公園施設個別施設計画に基づき、計画的な維

持管理に努めるとともに、施設のあり方につい

て検討します。 

３ 申込等のオンライン

化 

 

スポーツ施設については、予約や空き状況の

確認、大会等の申し込みについて、オンライン

などの活用による利便性の向上を図ります。 
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（３）スポーツ活動が可能な場の有効活用 

 

身近にスポーツができる場所や機会があることは、スポーツをするうえで重要

な要素です。市民が気軽にスポーツを親しむことができるよう、身近にある施設

や公園等が活用できます。 

市内の小・中学校の体育施設の開放や、小糸川右岸ジョギングコースなど、ス

ポーツ活動を行うことを目的とした公共のスポーツ施設以外でも、スポーツに親

しむことができる場所の確保や環境づくりに努めます。 

 

 

  

No 主な取組 取組の概要 

１ 学校体育施設開放事

業の推進 

市民が気軽にスポーツに親しめるよう、市内

の小・中学校の体育施設を学校教育に支障の

ない範囲において、スポーツの場として市民に

開放します。また、開放している体育施設をよ

り効果的に活用できるよう、利用者の意見を聞

き、必要に応じて利用方法を改善します。 

２ 小糸川右岸ジョギン

グコースの整備 

小糸川右岸ジョギングコースについて、利用

者が安心・安全に利用できるよう、整備方法に

ついて検討します。 

３ 民間企業等との連携 君津メディカルスポーツセンターをはじめ、

民間のジムやフィットネスクラブ、企業所有のス

ポーツ施設の利用など、公共スポーツ施設以外

でも市民がスポーツに親しむことができるよ

う、民間企業等との連携を図ります。 
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（４）スポーツを通じた広域連携の推進 

 

スポーツによる広域連携は、交流人口の拡大や地域の活性化、市民のスポーツ

振興や競技力向上に向けたスポーツ交流が期待されます。 

また、利用者の利便性の向上を図るため、近隣自治体と連携し、スポーツ施設

等の相互利用を目指します。 

 

 

  

No 主な取組 取組の概要 

１ 広域連携によるスポー

ツ施設等の相互利用 

利用者の利便性の向上のため、近隣自治

体と連携し、スポーツ施設等の相互利用を目

指します。 
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３－４ 「むすぶ」スポーツの推進  

 
 

（１）スポーツツーリズム等を活用した地域活性化  重点施策 

 

スポーツは、まちづくりや地域づくりの一つのツールになります。 

大規模大会等の誘致など、地域資源を活かし、スポーツと融合したスポーツツ

ーリズムの推進による交流人口の拡大を図り、地域活性化につなげます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

※ヒルクライム:ロードバイクなどのスポーツバイクで山や丘陵の上り坂に設定されたコース

を走るタイムを競う登坂競技のこと。 

※エコツーリズム: 地域ぐるみで自然環境や歴史文化など、地域固有の魅力を観光客に伝え

ることにより、その価値や大切さが理解され、保全につながっていくことを目指していく仕

組み。  

No 主な取組 取組の概要 

１ スポーツツーリズム

の推進 

水上スキーやヒルクライム（※）、市民企画の

スポーツ大会への支援など、地域資源を活かし

たスポーツツーリズムの推進により、交流人口

の拡大を図ります。 

２ エコツーリズム（※）の

推進 

関係団体との連携によるハイキングコースの

維持やサイクルラックやレンタサイクルの設置

などによるサイクリングを快適に楽しめる環境

の整備を行います。 

３ 大規模大会等の誘致 

 

大規模大会、スポーツ合宿等を誘致し、市内

外の方々と人的交流を図り、本市の良さを知っ

ていただき、地域活性化につなげます。 
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（２）新たなスポーツ産業等との連携 

 

多様化する市民ニーズに柔軟に応えていくためには、民間事業者との連携が

不可欠です。 

また、新たなスポーツとして、若い世代に人気があるアーバンスポーツ（※）や e

スポーツ（※）が注目を集めています。新たなスポーツ産業等が持つ可能性につい

て、調査・研究するとともに、民間スポーツ関連産業や学校の誘致などに取り組

み、新たなスポーツ機会の創出やスポーツの裾野の拡大を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

※アーバンスポーツ:エクストリームスポーツ（過激な速度や高度をはじめ、物理的に難易

度が高い目標などに挑戦する危険性の高いスポーツの総称）の中で、都市での開催が

可能なものとして、音楽、ファッションなど遊び感覚の高い若者文化と共に進化するも

のと捉えることができる。種目としては、ボルダリング、BMX、スラックライン、パルク

ール、スケートボード、３×３などを例として挙げることができるが、特に種目などを限

定するものではない。 

※e スポーツ: 「エレクトロニック・スポーツ」の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯

楽、競技、スポーツ全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使っ

た対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。 

No 主な取組 取組の概要 

１ アーバンスポーツの

機会創出 

東京２０２０オリンピック競技大会での躍進に

より、若い世代を中心にアーバンスポーツの認

知が高まっているため、民間企業と連携を図

り、調査・研究に取り組みます。 

２ 新たなスポーツ産業

等の裾野の拡大 

e スポーツについては、経済的効果が期待さ

れている一方、ゲーム障害等の課題もあること

から、先進地などの調査・研究に取り組みます。 
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第 4 章 計画の実現に向けて 

 

  ４－１ 計画実現に向けた推進 

国のスポーツ基本法に基づく理念を踏まえ、スポーツを推進していくためには、

スポーツ関係団体や学校及び民間事業者等、スポーツに関する多様な主体が連携・

協働して計画的に取り組むことが確実な推進へとつながっていきます。 

   このような観点から、本推進計画の基本理念である「スポーツによって人と人と

をむすぶまち きみつ」を実現するために、スポーツに関する多様な主体が連携・協

働して、本市のスポーツを推進していきます。 

また、施設の整備については、施設ごとの具体的な対応方針を定めた個別施設

計画を基本とし、必要に応じて別途、計画等を策定していきます。 

４－２ 適切な進行管理 

本計画を推進するにあたり、その間の社会情勢や市民ニーズ等の変化を踏まえ、

それに伴う課題に対応するため、計画に基づく実行の進捗から達成度を評価し、分

析することにより各施策等を見直し、問題点の改善を図っていきます。 

このような流れを持つ「ＰＤＣＡ（Ｐｌａｎ－Ｄｏ－Ｃｈｅｃｋ－Ａｃｔｉｏｎ）」のマネジメン

トサイクルによって適切な進行管理に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ：計画 

（Ｐｌａｎ） 

Ａ：改善 

（Ａｃｔｉｏｎ） 
Ｄ：実行 

（Ｄｏ） 

Ｃ：評価 

（Ｃｈｅｃｋ） 

実現に向けた

計画の策定 

計画に基づく
取組の実行 

進捗・達成 
状況の評価 

課題・問題点
の分析・改善 
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４－３ 成果指標と計画の検証 

本計画の目標年次である令和８（２０２６）年度末に、基本理念である「スポーツに

よって人と人とをむすぶまち きみつ」を実現するための成果指標を設定しました。 

   進捗状況の検証については、計画の期間内においても適宜行い、本市総合計画

前期基本計画の目標年次に合わせた令和８（２０２６）年度に、施策の最終評価を行

います。 

また計画の実施にあたっては、社会情勢や国・県の動向などに留意しながら、推

進していくものとします。 

 

成果指標 

項   目 現状値 目標値 

千葉県運動能力証合格率（小学校） ４０．３％ (R1) ４５．０％ 

千葉県運動能力証合格率（中学校） ３２．７％ (R1) ３8．０％ 

成人の週１回以上のスポーツ実施率※ ５１．１％ (R3) ５９．９％ 

成人の週３回以上のスポーツ実施率※ ２３．８％ (R3) ２８．０％ 

「体力に自信がある」市民の割合※ ５０．６％ (R3) ６０．０％ 

「する」スポーツに関心のある市民の割合※ ５０．８％ (R3) ５５．０％ 

「みる」スポーツに関心のある市民の割合※ ３６．０％ (R3) ４０．０％ 

「ささえる」スポーツに関心のある市民の割合※ １０．７％ (R3) １５．０％ 

※令和３年度に実施した市民の体育・スポーツに関するアンケート調査の数値 

  成果指標の目標値は、現状値から計画期間内、年１％以上の増加を目標として

います。 
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（参考）市民の体育・スポーツに関するアンケート調査結果抜粋 

本アンケートは、市民のスポーツ活動の現状やスポーツに関するニーズを把握し、

本計画策定の基礎資料とすることを目的とし、実施しました。 

アンケートでは、運動やスポーツを「する」「みる」「ささえる」ことが好きと回答して

いる一方、成人の約半数は、週１日以上運動やスポーツを行っていない状況や、自分

の体力にも自信がないと回答しています。 

このことから、気軽にできる運動やスポーツなど、身体を動かす取組を展開してい

く必要があります。 

 

■実施期間 

令和３年７月～１０月 

 

■対象者 

君津市体育協会、君津市スポーツ推進委員 

君津市スポーツ・レクリエーション推進員 

君津市スポーツ少年団、君津市障がい者団体連合会、君津リバース協会 

市内小５・中２の児童生徒及び保護者、各公民館利用者、市職員 

 

■回答数  

1,741 件（web 回答：576 件、用紙回答：1,165 件） 

 

・この 1 年間に運動やスポーツをどの程度行いましたか（成人対象） 

項目 回答数 割合 

週に 3 日以上 １１４ 23.８% 

週に 1～2 日 1３１ 2７.３% 

月に 1～3 日 ８８ 18.４% 

運動、スポーツはしなかった 81 16.9% 

3 か月に 1～2 日 29 6.１% 

年に 1～3 日 36 7.5% 

計 479 
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・あなたはご自分の体力についてどのように感じていますか 

項目 回答数 割合 

どちらかと言えば自信がある 694 39.9% 

自信がある 187 10.7% 

どちらかと言えば不安がある 610 35.0% 

不安がある 235 13.5% 

未回答 15 ０.９% 

計 1,741 
 

 

・運動やスポーツが好きですか。当てはまるもの全てを選択してください 

項目 回答数 割合 

することが好き 1,186 50.８% 

見ることが好き 842 36.0% 

支える（サポートする）ことが好き 251 10.7% 

嫌い 58 2.5% 

計 2,337 
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